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令和３年度　「保健・医療・福祉関係者による協議の場」のイメージ案

自立支援協議会

地域移行支援事業所連絡会

（協議の場）
相談支援部会

参加者

【区】 【支援機関】

・障がい政策課 他 ・地域移行支援事業所

・予防対策課 ・一般相談支援事業所

【基幹相談支援センター】 【医療機関】

・障がい者福祉センター ・精神科病院

自殺対策地域協議会 ①課題の報告・共有

②課題の検討
③方向性を検討

課題の共有

参加者（所管：予防対策）

・病院

・板橋区医師会

・東京司法書士会

・板橋区社会福祉協議会 他

参加者（所管：障がい政策課）

・相談支援事業者

・民生委員

・障がい当事者等

・児童発達支援センター

・障がい者相談員

・保健・医療関係者

・区関係者（障がい者支援係・健康福祉センター）

協議の場の役割

精神科病院・地域援助事業者・自治体間の顔の見える関係を構築し、個別事例を集約し、地域課題を抽出し、共有する。

（地域課題の解決に対応する体制づくりの土台は個別事例から洗い出していく）

最終的には、精神地域包括ケアシステムの構築に向けて協議を行う。

※現在は、情報交換の場として原則年6回連絡会を実施。

令和３年は、年に数回、協議の場として個別事例を通

じて地域課題に関することを整理していく。


